
別表（第１１条関係） 

 (1) 個人利用 

区分 単位等 金額 

全館 小・中・高校生 １回 ７０円 

回数券（１１回分） ７００円 

一般・学生 １回 １５０円 

回数券（１１回分） １，５００円 
 

(2) 貸切使用 

利用区分／時間区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時～午後１時 午後１時～午後５時 午後５時～午後９時 午前９時～午後９時 

主

競

技 

場 

入場

料を

徴収

しな

い場

合 

アマチュアスポーツ

で利用する場合 

６，３００円 ６，３００円 ８，４００円 ２１，０００円 

そ の

他 の

催 物

で 利

用 す

る 場

合 

営利を目的と

しない場合 

１４，１００円 １４，１００円 １８，８００円 ４７，０００円 

  営利を目的と

する場合 

４７，１００円 ４７，１００円 ６２，８００円 １５７，０００円 

        入場

料を

徴収

する

場合 

アマチュアスポーツ

で利用する場合 

１２，９００円 １２，９００円 １７，２００円 ４３，０００円 

 その他の催物で利用

する場合 

９４，５００円 ９４，５００円 １２６，０００円 ３１５，０００円 

第１武道場 ２，１９０円 ２，１９０円 ２，９２０円 ７，３００円 

第２武道場 ２，１９０円 ２，１９０円 ２，９２０円 ７，３００円 

弓道場 ２，１９０円 ２，１９０円 ２，９２０円 ７，３００円 

会議室 ２，１９０円 ２，１９０円 ２，９２０円 ７，３００円 

ミーティングルームＡ １，３５０円 １，３５０円 １，８００円 ４，５００円 

ミーティングルームＢ ５１０円 ５１０円 ６８０円 １，７００円 

役員室 １，３５０円 １，３５０円 １，８００円 ４，５００円 

暖房利用料 主競技場１時間につき ６，３００円 

その他１室１時間につき ２００円 

冷房利用料 １室１時間につき ２００円 

電

気

利

用

料 

Ａ（１，０００ルクス） １時間につき ２，５１０円 

Ｂ（８００ルクス） 〃   ２，１００円 

Ｃ（５００ルクス） 〃   １，２５０円 

設備器具利用料 １件３，０９０円以内で別に定める額 
 

 備考 

１ 高校生以下の者が貸切利用する場合は、それぞれの利用料の２分の１の額とする。 

２ 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費その他これに類する料金を徴収する目的をもって催しを行う場合をいう。 

３ 本表に定める利用時間内に主競技場を準備又は撤去のため利用する場合の利用料は、当該利用料の２分の１に相当する額とする。 

４ 利用時間の各時間区分に満たない場合でも、時間区分どおり利用したものとみなす。また、冷暖房及び電気利用料についても、１時

間に満たない場合は１時間とする。 

５ 主競技場又は会議室の２分の１を貸切利用する場合の利用料は、それぞれの利用料の２分の１の額とする。 

６ 主競技場を土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に貸切利用する場合の利用料は、当該利用料の２０パーセン

トに相当する額を加算した額とする。 

７ 時間外利用の場合は、午前、夜間の区分に従い、それぞれの利用料の額を時間割計算した額に２０パーセントに相当する額を加算し

た額とする。 

８ 利用区分中第１武道場から役員室までの利用において、営利を目的として利用する場合の利用料は、当該利用料の１５０パーセント

に相当する額を加算した額とする。 

９ 主競技場の夜間利用料には、Ｃの電気利用料を含む。 

１０ １０円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 

 

 


